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地方独立行政法人桑名市民病院中期目標 

 

前文 

 桑名市民病院は、市民に安心・安全な医療を提供し、その健康の保持を図るため、地

域の中核病院として設置された病院である。 

 その使命を達成すべく、昭和41年４月の開院以来43年間にわたり、救急医療をはじめ

とする高度医療を提供するとともに、本市及び地域における医療水準の向上に寄与して

きたが、施設・整備は老朽化と狭隘化が進んでいる。 

 また、近年の病院を取り巻く環境は、少子高齢化の進行や生活習慣病の増加等に伴う

医療需要の多様化や国の医療制度改革に加え、地域の医師や看護師等の不足により、病

院機能の低下を招くとともに、収支バランスの悪化による経営的な危機に直面するに至

った。 

 このような危機的状況に対応し、質の高い医療を継続的かつ安定的に提供して、市民

の期待と信頼に応えることは、公的医療機関としての責務である。 

 特に、市民病院に求められる機能は、地域の医療機関との連携及び役割分担の下で、

救急医療、小児・周産期医療、感染症医療、災害その他緊急時における医療、高度医療

等の不採算医療や政策医療も含めた、質の高い医療を市民に対して安全に提供すること

とともに、病気の予防や健診等、市民の健康を守るための医療を供給することである。 

 そして、このような医療を提供するためには、病床数、診療科の整備及び医師等の確

保を勘案して、新たな地域の中核病院の実現に取り組む必要がある。 

 これらの使命と責務を一層確実に果たしていくため、桑名市民病院は、自律性、機動

性及び透明性の高い業務運営と、職員個々の業績や能力をより反映した人事管理及び給

与制度の導入が可能となる、非公務員型の地方独立行政法人に移行することとした。 

 移行後は、地方独立行政法人桑名市民病院として、制度の特長を十分に活かした病院

運営、病院を取り巻く環境の変化への迅速な対応、及び医療の質の更なる向上に取り組

み、あわせて経営を効率化するとともに、職員の意識改革を徹底し、さらには患者及び

市民のニーズを把握する取組みを行い、その期待に最大限応えていくことを期待する。 

 

第１ 中期目標の期間 

 平成21年10月１日から平成26年３月31日までの４年６か月間とする。 

 

第２ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

１ 高度医療の提供 

(1) 重点的に取り組む医療の実施 

救急医療並びにがん、脳血管障害、循環器疾患、糖尿病及び消化器疾患の分野に

おける高度医療及び急性期医療に重点的に取り組むこと。 
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(2) 診療機能の整備 

医療需要の質的及び量的変化や新たな医療課題に適切に対応するため、患者動向

や医療需要の変化に即して小児科、産婦人科等、診療部門の充実及び見直しを行う

こと。 

また、地域住民の医療需要に応じた専門外来の設置及び充実を進めるなど、診療

機能の整備を図ること。 

(3) 高度医療機器の計画的な整備及び更新 

桑名市民病院に求められる高度医療を提供できるよう、中期目標の期間における

資金計画を策定し、計画的な医療機器の更新及び整備を進めること。 

(4) 災害時及び重大な感染症の流行時等における医療協力体制の整備 

災害時及び重大な感染症の流行時等には、桑名市からの要請に基づき必要な医療

を提供するなど、桑名市が実施する災害対策等に協力すること。 

 

２ 医療水準の向上 

(1) 医療職の人材確保 

桑名市民病院において提供する医療水準を向上させるため、優秀な医師、看護師

及び医療技術職員の確保に努めるとともに、臨床研修医及び後期研修医（専門分野

の研修を行う医師をいう。）の受入れに努めること。 

また、より多くの採用希望者を集めるべく、魅力ある病院の施設作り及び運営に

努めること。 

(2) 医療職の専門性及び医療技術の向上 

医師、看護師及び医療技術職員に対して、資格の取得も含めた教育研修体制を充

実を図るなど、専門性及び医療技術の向上を図ること。 

(3) 地域医療連携の推進 

地域の中核病院としての役割を果たすため、他の医療機関との機能分担と連携を

強化するとともに地元医師会等と協力し、紹介された患者の受入れと患者に適した

医療機関への紹介を進め、紹介率及び逆紹介率の向上を図ること。 

(4) クリニカルパスの作成及び適用と後方支援体制の整備 

標準的かつ効率的な医療を提供することで患者負担を軽減し、治療期間の短縮に

も寄与できるよう、クリニカルパス（疾患別に退院までの治療内容を標準化した計

画表をいう。）の作成及び適用を進め、質の高い医療を提供するとともに、転院あ

るいは退院後の医療が円滑に継続できるように、後方支援体制を整えること。 

 

３ 患者サービスの一層の向上 

(1) 診療待ち時間等の改善 

外来診療、検査及び手術等の待ち時間の改善に取り組むこと。 
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(2) 院内環境の快適性向上 

患者や来院者に、より快適な環境を提供するため、施設の改修及び補修をきめ細

かく実施するとともに、患者のプライバシー確保に配慮した院内環境の整備に努め

ること。 

(3) 患者の利便性向上 

医療費のクレジットカード等による支払いや、コンビニエンスストアでの収納等、

患者の利便性の向上に取り組むこと。 

(4) 職員の接遇向上 

患者サービス向上の観点から、職員一人ひとりが接遇の重要性を認識して、接遇

の向上に努めること。 

(5) ボランティアとの協働によるサービス向上 

地域のボランティアと連携・協力して患者サービスを向上させるため、ボランテ

ィアの積極的な参加を促すこと。 

 

４ より安心で信頼できる質の高い医療の提供 

(1) 医療安全対策の徹底 

患者及び市民に信頼される良質な医療を提供するため、院内感染防止対策を確実

に実施するとともに、医療事故等に関する情報の収集及び分析に努め、医療安全対

策を徹底すること。 

(2) 患者中心の医療の実践 

医療の中心は患者であるという認識の下、患者の権利を尊重し、インフォーム

ド・コンセント（患者やその家族が、自ら受ける治療の内容に納得し、自分に合っ

た治療法を選択できるような十分な説明を受けた上での同意をいう。）を徹底する

こと。 

また、セカンドオピニオン（患者やその家族が、治療法等の判断に当たって、主

治医とは別の医師の意見を聴くこと。またその意見をいう。）を提供する体制を強

化すること。 

(3) 法令の遵守等 

患者が安心して医療を受けられるよう、医療法（昭和23年法律第205号）をはじ

めとする関係法令を遵守するとともに、行動規範と倫理を確立すること。 

また、診療録（カルテ）等の個人情報の保護並びに患者及びその家族への情報開

示を適切に行うこと。 

(4) 電子カルテシステムの導入 

患者中心の医療の充実や安全性の向上等を図るため、医療情報システムの更新時

等にあわせて、電子カルテの導入を進めること。 

(5) 病院機能評価の認定 
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財団法人日本医療機能評価機構が、実施している病院機能評価の認定を中期目標

期間中の早期に受けることにより、医療の質及び安全対策の検証に努め、市民から

の信頼の確保に努めること。 

(6) 市民への保健医療情報の提供及び発信 

医療に関する専門分野の知識や蓄積された情報を活用して、市民対象の公開講座

の開催やホームページでの情報提供等、保健医療情報の発信及び普及啓発を推進す

ること。 

 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

１ 地方独立行政法人としての運営管理体制の確立 

 桑名市民病院の運営が的確に行えるよう、理事会及び事務局等の体制の整備をはじめ、

中期目標、中期計画及び年度計画を着実に達成できる運営管理体制を構築すること。 

 

２ 効率的かつ効果的な業務運営 

(1) 適切かつ弾力的な人員配置 

高度な専門知識と技術に支えられた良質で安全な医療を提供するため、医師をは

じめとする職員を適切かつ弾力的に配置すること。 

また、必要に応じて常勤以外の雇用形態を取り入れることなどにより、多様な専

門職の活用を図り、効果的な医療の提供及び効率的な業務運営に努めること。 

(2) 事務部門の職務能力の向上 

プロパー職員の採用や研修の充実等により、病院特有の事務に精通した職員を確

保及び育成し、事務部門の職務能力の向上を図ること。 

(3) 新しい人事評価制度の構築 

職員の努力が評価され、業績や能力を的確に反映した人事及び昇任管理を行うた

め、公正で客観的な新しい人事評価制度の導入を図ること。 

(4) 勤務成績を考慮した給与制度の導入 

地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）第57条第１項の規定に基づき、職

員の勤務成績を考慮した給与制度を導入し、適切な運用を図ること。 

(5) 職員の就労環境の整備 

日常業務の質の向上を図り、患者の安全を守るとともに、優秀な職員を確保する

ため、職員にとって働きやすく、また、働きがいのある就労環境を整備すること。 

(6) 業務改善に取り組む組織風土の醸成 

職員の意欲を高め、業務運営への積極的な参画を促すなど、継続的に業務改善へ

取り組む組織風土を醸成すること。 

(7) 予算の弾力化等 

地方独立行政法人制度の特長である、中期目標及び中期計画の枠の中で、予算科
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目や年度間で弾力的に運用できる会計制度を活用した予算執行を行うことにより、

効率的かつ効果的な事業運営に努めること。 

また、複数年契約や複合契約など多様な契約手法を活用し、費用及び業務量等の

節減を図ること。 

(8) 収入の確保と支出の節減 

効果的な病床管理を行うことによる病床利用率の向上及び高度医療機器の稼働

率の向上を図り、診療報酬の改定や健康保険法等の改正に的確に対処するとともに、

診療報酬の請求漏れや減点を防止し、未収金の未然防止対策と早期回収に努めるな

ど、収入を確保すること。 

後発医薬品の採用を一層促進するほか、医薬品及び診療材料等の購入方法の見直

しや業務委託の推進など、事業運営に係るあらゆる支出を点検し、その節減に努め

ること。 

 

第４ 財務内容の改善に関する事項 

 公的な病院としての使命を果たしていくための経営基盤を確保するため、「第３ 業

務運営の改善及び効率化に関する事項」で定めた事項に即した中期計画及び年度計画を

作成し、これに基づいて病院を運営することにより、中期目標の期間中に経常収支比率

100パーセント以上を達成すること。 

 

第５ その他業務運営に関する重要事項 

１ 地域の医療水準向上への貢献 

(1) 地域医療への貢献 

地方公務員法（昭和25年法律第261号）の適用を受けない非公務員型の地方独立

行政法人制度を活用して、医師をはじめとする医療スタッフにより、次に掲げる活

動を進めること。 

ア 他の医療機関等への支援又は相互交流 

イ 地域の医療従事者を対象とした研修会への参加又は講師としての派遣 

(2) 地域の医療従事者の育成 

他の臨床研修病院の研修協力病院として、その病院の臨床研修医を受け入れるほ

か、看護師及び薬剤師等の実習の受入れ等を積極的に行い、地域における医療従事

者の育成を進めること。 

(3) 保健医療情報の提供 

地域医療のネットワークにおける中核病院として、診療等を通じて蓄積した健康、

疾病予防及び専門医療等に関する情報を他の医療機関等へ提供すること。 

 

２ 医療機器の整備 
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 医療機器の整備については、費用対効果、地域住民の医療需要及び医療技術の進展な

どから総合的に判断して適切に実施すること。 

 

３ 新病院の施設整備 

 桑名市民病院あり方検討委員会答申を踏まえ、桑名市との連携の下、地域の中核病院

として担うべき診療機能を有し、利便性等も考慮した立地の選定及び施設の整備を計画

的に進めること。 

 

 


